
輸入魚介類混合肉骨粉等の輸入品の国内管理措置について

　　輸入業者
　 （○○㈱本社）
・流通管理者の設置
 （肉骨粉等供給管理票を発行）

・帳簿の備え付け
・肉骨粉供給管理票
　の保管
・証明書の管理

倉　庫
（Ｂ県）

最終荷受者
（配合飼料工場）

倉　庫
（Ａ県）

○○㈱
（Ｂ支社）

通関手続を行う本社
から離れている地域

最終荷受者
（配合飼料工場）

海外製造業者

製造基準と

同等の設備

流通管理者が肉骨粉
供給管理票を作成し
製品の添付指示

政府機関
又は
同等の機関

証明書の発行

肉骨粉供給管理
票及び証明書の
添付

製造国が発行した証明書

肉骨粉等供給管理票

豚肉骨粉の輸入品

豚肉骨粉の輸出国

※　現在「動物性加工たん白質の輸入一時
停止措置について」（平成１４年１１月１
２日１４生畜第５０００号農林水産省生産
局庁通知）より魚介類混合肉骨粉の輸入は
停止されている。

輸入証明書及び
輸出量の報告

肉骨粉等供給
管理票のみ回付

独立行政法人
肥飼料検査所
（立入検査）

肉骨粉供給管理
票及び証明書の
添付
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